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辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

趣
旨

　
計
画
の
期
間
が
満
了
し
た
こ
と

か
ら
新
た
に
計
画
を
策
定
し
、
辺

地
と
そ
の
他
の
地
域
と
の
間
に
お

け
る
格
差
是
正
を
図
る
も
の
。

問　
以
前
の
計
画
か
ら
変
更
さ
れ

た
事
業
は
あ
る
の
か
。

答　
新
た
に
市
道
、
林
道
の
整
備

を
行
う
も
の
で
は
な
く
、
地
元
か

ら
要
望
の
あ
っ
た
事
業
を
中
心
に

辺
地
計
画
内
の
既
設
道
路
の
法
面

や
路
肩
の
崩
落
対
策
、
落
石
防
止

対
策
、
舗
装
工
事
等
を
計
画
し
て

い
る
。

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

趣
旨

　
市
立
病
院
の
夜
間
医
療
に
従
事

す
る
看
護
師
等
の
処
遇
改
善
を
図

る
も
の
。

問　
夜
間
医
療
等
業
務
手
当
に
お

け
る
金
額
は
、
他
公
立
病
院
の
手

当
を
参
考
に
し
て
い
る
の
か
。

答　
県
内
他
市
の
状
況
を
踏
ま
え

た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
６
時
間

以
上
で
７
千
５
０
０
円
、
４
時
間

か
ら
６
時
間
未
満
が
４
千
円
、
２

時
間
か
ら
４
時
間
未
満
が
３
千
５

０
０
円
と
し
た
。

一
般
職
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

趣
旨

　
埼
玉
県
人
事
委
員
会
勧
告
に
準

じ
、
一
般
職
職
員
の
給
与
に
つ
い

て
改
定
を
行
う
も
の
。

問　
職
員
組
合
と
の
交
渉
が
あ
っ

た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
経
過
と
結

果
に
つ
い
て
は
。

答　
今
回
の
給
与
改
定
に
つ
い
て

は
、
11
月
20
日
、
職
員
組
合
と
交

渉
を
行
い
、
内
容
に
つ
い
て
説
明

を
し
、
合
意
を
得
て
い
る
。

消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、

給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

趣
旨

　
人
口
減
少
に
よ
る
消
防
団
員
の

定
員
の
見
直
し
等
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
。

問　
消
防
団
の
定
員
数
の
算
定
方

法
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
総
務

省
消
防
庁
に
よ
る
「
消
防
力
の
整

備
指
針
」
に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
指
針
に
よ
れ
ば
、
消
防

団
員
の
定
数
は
、
動
力
消
防
ポ
ン

プ
自
動
車
の
数
に
従
い
算
定
さ
れ

て
い
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る

が
、
今
回
、
定
員
減
少
と
し
た
理

由
は
。

答　
以
前
の
指
針
は
動
力
消
防
ポ

ン
プ
等
を
算
出
の
根
拠
に
し
て
い

た
が
、
平
成
26
年
に
指
針
が
改
正

さ
れ
、
人
員
の
総
数
は
業
務
を
円

滑
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
必
要
な
数
と
す
る

と
改
め
ら
れ
た
。
消
防
団
員
の
減

少
に
伴
い
、
人
口
減
少
、
高
齢
化
、

住
民
意
識
の
変
化
等
様
々
な
要
因

を
考
慮
し
改
正
に
至
っ
た
。

問　
現
在
の
消
防
団
員
数
と
50
人

の
定
員
削
減
に
よ
る
各
小
隊
等
の

団
員
配
置
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の

か
。

答　
11
月
１
日
現
在
、
１
０
０
５

人
い
る
消
防
団
員
数
で
各
部
隊
に

配
置
を
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し

て
は
支
障
な
く
活
動
で
き
て
い
る

と
考
え
ら
れ
、
本
改
正
で
は
各
小

隊
の
団
員
配
置
人
数
を
変
更
す
る

予
定
は
な
い
。

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治

法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
備
に
関
す
る
条
例　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬

等
に
関
す
る
条
例

趣
旨

　
地
方
公
務
員
法
お
よ
び
地
方
自

治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
会
計

年
度
任
用
職
員
に
適
用
す
る
規
定

の
改
正
や
、
報
酬
等
に
つ
い
て
規

定
す
る
も
の
。

　
問　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が

開
始
さ
れ
る
と
、
報
酬
が
増
加
す

る
と
思
わ
れ
る
が
、
人
件
費
の
増

加
は
概
ね
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の

か
。

答　
来
年
度
の
予
算
編
成
中
で
、

雇
用
人
数
お
よ
び
雇
用
期
間
が
未

確
定
で
あ
る
が
、
概
算
で
平
成
30

年
度
ベ
ー
ス
で
同
人
数
、
同
時
間

を
雇
用
す
る
と
仮
定
し
、
平
成
30

年
度
決
算
額
と
比
較
し
た
場
合
、

令
和
２
年
度
で
５
６
０
０
万
円
程

度
、
令
和
３
年
度
で
、
１
億
３
０

０
０
万
円
程
度
の
増
額
の
見
込
み
。

問　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
実
施

は
４
月
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
が
、

任
用
に
至
る
ま
で
の
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
。

答　
採
用
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
、
４
月
採
用
の
方
に
つ
い
て
は

予
定
で
は
１
月
頃
か
ら
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
を
通
じ
て
募
集
を
始
め
る
。

今
回
、
制
度
が
変
わ
る
関
係
で
、
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現
在
勤
め
て
い
る
方
に
つ
い
て
は

勤
務
年
数
・
期
間
に
関
わ
ら
ず
一

旦
は
３
月
末
で
退
職
、
改
め
て
応

募
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
現
在
お
勤
め
の
方

に
は
、
強
制
で
は
な
い
が
12
月
中

に
昼
夜
含
め
て
４
回
の
制
度
の
説

明
会
を
開
催
し
た
た
め
、
勤
務
条

件
等
よ
く
ご
理
解
い
た
だ
い
た
上

で
、
希
望
の
あ
る
方
に
は
応
募
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

条
例

趣
旨

　
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で

あ
る
、
吉
田
こ
ど
も
園
の
設
置
お

よ
び
入
園
資
格
等
を
規
定
す
る
も

の
。

問　
本
条
例
の
制
定
に
よ
り
変
更

さ
れ
る
点
は
。

答　
吉
田
幼
稚
園
と
吉
田
保
育
所

が
、
吉
田
こ
ど
も
園
に
移
行
し
た

場
合
、
各
認
定
区
分
に
よ
り
大
き

く
変
わ
る
の
は
定
員
で
あ
る
。
３

歳
か
ら
５
歳
児
の
う
ち
、
現
行
幼

稚
園
在
籍
児
に
あ
た
る
、
１
号
認

定
の
子
ど
も
は
、
３
年
齢
の
各
10

人
で
計
30
人
に
変
更
と
な
る
。
現

行
の
保
育
所
在
籍
児
に
あ
た
る
、

２
号
認
定
の
子
ど
も
は
３
年
齢
で

計
33
人
か
ら
60
人
に
変
更
と
な
り
、

更
に
０
歳
児
か
ら
１
・
２
歳
児
の

３
号
認
定
の
子
ど
も
は
、
27
人
か

ら
42
人
に
変
更
と
な
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
低
年
齢
児
の
受
け
入
れ
が

増
え
、
待
機
児
童
の
解
消
に
な
る

と
考
え
て
い
る
。

市
立
病
院
等
の
看
護
師
を
目
指

す
看
護
学
生
に
対
す
る
奨
学
金

の
貸
付
け
に
関
す
る
条
例

趣
旨

　
市
立
病
院
お
よ
び
大
滝
国
民
健

康
保
険
診
療
所
の
看
護
師
を
確
保

す
る
た
め
、
看
護
学
生
に
対
す
る

奨
学
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
規
定

す
る
も
の
。

問　
対
象
を
市
内
の
看
護
師
養
成

施
設
に
在
学
す
る
者
に
限
定
し
た

理
由
は
。

答　
看
護
学
生
向
け
の
奨
学
金
制

度
を
創
設
す
る
に
至
っ
た
き
っ
か

け
と
し
て
、
令
和
元
年
10
月
１
日

付
で
秩
父
郡
市
医
師
会
長
、
秩
父

看
護
専
門
学
校
長
の
連
名
に
よ
っ

て
奨
学
金
制
度
の
創
設
の
要
望
書

を
受
け
た
。
秩
父
看
護
専
門
学
校

へ
の
受
験
者
数
の
減
少
に
歯
止
め

を
か
け
る
べ
く
、
対
象
者
を
限
定

し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
回
）

歳　
出

問　
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
費
が
今

回
の
補
正
予
算
で
総
額
１
億
６
０

３
６
万
７
千
円
と
な
る
が
、
充
当

す
る
部
署
は
。

答　
市
民
課
の
業
務
を
行
な
っ
て

い
る
職
員
の
人
件
費
と
し
て
計
上

し
て
い
る
。

問　
西
学
童
保
育
室
改
修
工
事
設

計
業
務
委
託
料
２
１
０
万
円
の
内

容
は
。

答　
空
調
機
、
ロ
ッ
カ
ー
、
本
棚

な
ど
の
設
置
の
ほ
か
、
学
校
と
の

遮
断
シ
ャ
ッ
タ
ー
設
置
、
外
玄
関
、

水
道
設
備
の
改
修
な
ど
を
予
定
。

問　
準
要
保
護
生
徒
制
服
代
に
て

増
額
補
正
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、

想
定
よ
り
就
学
支
援
が
必
要
な
児

童
、
生
徒
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
こ
数
年
の
就
学
支
援
児

童
、
生
徒
数
は
ど
の
よ
う
な
傾
向

に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答　
該
当
児
童
生
徒
数
の
増
加
も

あ
る
が
、
支
給
額
の
単
価
を
令
和

元
年
度
か
ら
増
額
し
た
こ
と
も
要

因
。
就
学
支
援
が
必
要
な
児
童
生

徒
数
は
年
々
増
加
し
て
い
る
。

問　
図
書
館
管
理
運
営
事
業
・
修

繕
料
と
し
て
27
万
５
千
円
が
計
上

さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
修
繕
は

台
風
19
号
等
に
よ
る
突
発
的
な
も

の
か
。

答　
今
回
の
補
正
額
は
、
台
風
19

号
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

消
防
法
に
よ
る
法
定
点
検
を
実
施

し
た
際
に
、
改
善
が
必
要
と
さ
れ

る
箇
所
が
発
見
さ
れ
た
た
め
、
屋

内
消
火
栓
設
備
等
の
修
繕
を
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。

問　
文
化
体
育
セ
ン
タ
ー
管
理
運

営
事
業
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
モ
ニ

タ
ー
カ
メ
ラ
設
置
工
事
と
あ
る
が
、

当
該
施
設
に
、
モ
ニ
タ
ー
カ
メ
ラ

を
設
置
す
る
理
由
は
。

答　
文
化
体
育
セ
ン
タ
ー
に
は
現

在
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
が
２
室
あ
り
、

通
常
、
指
導
員
が
１
人
体
制
で
運

営
を
行
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
事

故
な
く
運
営
さ
れ
て
き
た
が
、
よ

り
安
全
面
に
配
慮
し
て
指
導
員
の

目
が
行
き
届
く
よ
う
、
各
部
屋
に

２
台
の
ド
ー
ム
型
カ
メ
ラ
と
、
１

台
の
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
誰
で
も
確
認
で

き
る
モ
ニ
タ
ー
の
た
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
部
屋
の
空
き
状
況
な
ど
を
利

用
者
が
確
認
で
き
る
。

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
２
回
）

歳　
出

問　
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
委
託
料

４
７
８
万
５
千
円
の
増
額
に
つ
い

て
、
こ
の
委
託
料
の
内
容
は
。

答　
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
は
大
き

く
分
け
て
３
つ
あ
り
、
被
保
険
者

証
と
70
歳
以
上
の
方
に
発
行
し
て

い
る
高
齢
受
給
者
証
を
一
体
化
す

る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
改
修
、
外
国

人
被
保
険
者
の
在
留
資
格
を
有
す

る
者
に
関
す
る
事
務
手
続
き
に
つ

い
て
、
効
率
的
な
資
格
管
理
が
行

え
る
よ
う
に
コ
ー
ド
を
追
加
す
る

改
修
、
ま
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
活

用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等

の
実
施
に
伴
い
、
世
帯
単
位
で
あ

る
被
保
険
者
番
号
に
加
え
、
個
人

を
識
別
す
る
２
桁
の
枝
番
を
付
与

す
る
た
め
の
改
修
で
あ
る
。

【
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
】

　

地
方
公
共
団
体
で
働
く
非
常
勤

職
員
の
適
正
な
任
用
と
勤
務
条
件

の
確
保
を
実
現
す
る
た
め
、
令
和

２
年
４
月
か
ら
始
ま
る
制
度
。
従

来
の
非
正
規
職
員
に
は
な
か
っ
た

期
末
手
当
の
支
給
や
人
事
評
価
の

導
入
、
再
任
用
の
際
の
昇
給
な
ど

が
追
加
さ
れ
る
。
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